
4月27日(木)、観光庁は「全国旅行支援」について、新型コロナ
ウイルス感染症が5月8日(月)から５類感染症に位置づけられる
ことが決定されたことを受け、5月8日以降の旅行における利用
条件を変更し、ワクチン接種歴または陰性の検査結果の確認を
不要とすることを発表しました。
また4月28日(金)、内閣官房など関係省庁は水際対策に関連して、

4月29日(土)以降に入国する全ての入国者に対して、「出国前
72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種
証明書（３回）」のいずれも提出を求めないこと、および中国
からの直行便での入国者に対して臨時措置として実施している
「サンプル検査」等を、他の入国者と同様の有症状者への入国時
検査に変更することを発表しました。
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政策名 従来

全国旅行
支援

【共通】
ワクチン接種証明書または陰性
証明書の提示・提出が必要
【水際対策】
中国からの直行便入国者に
「サンプル検査」を実施

水際対策

今後

【共通】
いずれの証明書も不要に
【水際対策】
「サンプル検査」は廃止
し、有症状者への入国時
検査のみに

コロナ対策としておこなわれてきた各施策はこれによりほぼ
終了し、需要回復へのさらなる後押しとなることが期待されます。
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